
(1)　酒類販売（消費）数量

製造場の
支 店 等

卸売業者 小売業者
消費者
①

販売業者
消費者
②

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

清 酒 - 300 5,685 141 419 47,936 26,586 3,419 27,005

合 成 清 酒 - 1,507 43 - 1 5,680 2,590 301 2,591

連続式蒸留しょうちゅう - 13,613 6,805 3 56 93,816 45,462 4,529 45,518

単式蒸留しょうちゅう - 75 438 21 41 9,799 7,128 1,441 7,169

み り ん - 478 14 - 1 8,887 3,670 423 3,671

ビ ー ル 110 141,543 289 377 1,111 395,915 142,137 7,879 143,250

果 実 酒 5 210 2,103 70 914 20,868 11,011 3,034 11,924

甘 味 果 実 酒 - 49 42 8 13 766 368 85 380

ウ イ ス キ ー 0 1 10 - 3 11,205 5,097 1,022 5,100

ブ ラ ン デ ー - 44 4 2 0 663 331 76 331

発 泡 酒 2 64,353 14 30 66 192,319 73,147 4,717 73,213

原料用ｱﾙ ｺ ｰ ﾙ・ｽ ﾋ ﾟ ﾘ ｯ ﾂ 0 118 0 0 0 10,520 3,949 616 3,949

リ キ ュ ー ル 42 24,409 214 23 117 113,710 43,504 4,425 43,621

そ の 他 の 醸 造 酒

粉 末 酒 ・ 雑 酒

合　　　　　計 160 286,738 15,664 681 2,753 1,038,386 412,598 34,562 415,350

製 造 場
（ 課 税 ）

40,0381 85-

酒　類　製　造　者　の　移　出　数　量

　調査期間：平成19年４月１日から平成20年３月31日までの間の販売（消費）数量を示したものである。

８－３ 販売（消費）数量

区　　　　　分
販売業者の販売数量

平成20年３月31日現在
販売業者の手持数量

消費者に対す
る販売数量計
①＋②

47,6202,58847,612126,302
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(2)　酒類販売（消費）数量の累年比較

清　　酒 合 成 清 酒 しょうちゅう ビ ー ル その他の酒類 合　　計

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

32,723 3,139 53,660 168,469 182,575 440,563

29,810 3,087 55,514 161,217 187,630 437,257

30,537 3,106 55,479 151,009 194,120 434,255

28,327 2,833 53,941 147,288 190,409 422,804

27,005 2,591 52,687 143,250 189,809 415,350

（注）１　この表は「(1)　酒類販売（消費）数量」の「消費者に対する販売数量計」欄を累年比較したものである。

　　　２　しょうちゅうの販売数量は、連続式蒸留しょうちゅう及び単式蒸留しょうちゅうの合計（平成17年度
　　　　以前の計数については甲類及び乙類の合計）である。

年　　　　　度

平 成 18 年 度

平 成 19 年 度

平 成 15 年 度

平 成 17 年 度

平 成 16 年 度
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(3)　税務署別酒類販売（消費）数量

税 務 署 名 清　　酒 合 成 清 酒
連続式蒸留
しょうちゅう

単式蒸留
しょうちゅう

み　り　ん ビ　ー　ル 果　実　酒 甘味果実酒 ウイスキー ブランデー 発　泡　酒
原料用ｱﾙｺｰﾙ
・スピリッツ

リキュール そ の 他 合　　　計 税 務 署 名

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

札 幌 中 1,264 83 1,027 730 213 12,394 1,601 28 245 16 2,192 136 1,454 387 21,770 札 幌 中

札 幌 北 2,599 210 4,268 677 293 12,217 1,046 29 542 37 8,846 515 5,396 5,135 41,809 札 幌 北

札 幌 南 3,060 253 4,867 1,106 278 16,912 1,401 35 700 29 9,920 563 6,353 6,173 51,650 札 幌 南

札 幌 西 2,132 204 2,904 709 356 10,590 1,175 42 498 20 6,094 325 3,792 4,068 32,909 札 幌 西

札 幌 東 1,849 193 3,025 488 318 9,200 839 41 372 24 5,893 301 3,562 3,570 29,679 札 幌 東

函 館 1,933 242 3,675 514 433 10,685 908 24 407 30 5,249 300 3,358 3,346 31,104 函 館

小 樽 899 69 1,145 176 104 3,918 1,088 22 193 21 1,728 116 1,033 1,056 11,567 小 樽

旭 川 中 856 71 1,389 155 94 4,755 301 12 120 9 2,130 104 1,115 1,199 12,312 旭 川 中

旭 川 東 1,340 147 2,229 211 215 5,161 358 15 180 9 3,516 195 2,043 2,379 17,998 旭 川 東

室 蘭 1,095 127 2,055 245 179 5,155 302 11 211 13 2,642 135 1,344 1,778 15,293 室 蘭

釧 路 1,249 138 2,526 265 175 6,132 353 14 220 19 3,094 164 2,000 2,314 18,664 釧 路

帯 広 1,288 143 2,394 397 225 7,541 509 24 227 18 3,584 168 2,115 2,513 21,146 帯 広

北 見 620 82 1,186 148 97 3,423 187 9 97 9 1,797 121 1,017 1,183 9,978 北 見

岩 見 沢 952 83 1,603 145 92 3,885 231 9 139 5 2,130 96 1,146 1,668 12,184 岩 見 沢

網 走 459 52 877 149 81 2,695 116 4 69 7 1,149 59 658 808 7,183 網 走

留 萌 354 26 459 42 19 1,339 47 2 37 5 543 32 327 399 3,631 留 萌

苫 小 牧 1,019 104 2,121 291 100 5,397 301 13 228 9 3,119 151 1,842 2,423 17,119 苫 小 牧

稚 内 577 38 1,012 115 51 2,889 121 5 89 14 1,049 64 546 897 7,469 稚 内

紋 別 313 34 735 53 52 1,869 69 3 48 5 780 32 437 631 5,061 紋 別

名 寄 343 21 783 51 36 1,953 80 4 41 2 939 49 499 614 5,416 名 寄

根 室 430 34 619 82 48 2,028 89 4 50 12 952 47 457 682 5,534 根 室

滝 川 596 57 1,255 89 53 2,836 127 5 86 3 1,470 56 740 1,239 8,612 滝 川

深 川 178 16 323 17 17 1,012 31 1 19 1 329 22 214 296 2,475 深 川

富 良 野 203 17 366 40 18 1,237 166 2 29 1 664 26 363 443 3,572 富 良 野

八 雲 273 34 617 43 22 1,529 50 2 41 1 688 30 405 512 4,247 八 雲

江 差 133 19 352 29 11 794 21 1 17 1 356 12 149 195 2,090 江 差

倶 知 安 426 34 571 97 30 2,475 155 4 64 4 1,005 58 524 634 6,081 倶 知 安

余 市 160 17 288 29 11 737 43 10 65 1 337 20 209 233 2,160 余 市

浦 河 276 31 572 57 22 1,786 60 2 53 3 747 44 387 615 4,655 浦 河

十 勝 池 田 129 12 275 19 28 706 149 3 13 3 271 8 136 230 1,982 十 勝 池 田

合　　計 27,005 2,591 45,518 7,169 3,671 143,250 11,924 380 5,100 331 73,213 3,949 43,621 47,620 415,350 合　　計

　（注）１　この表は、「(1)　酒類販売（消費）数量」の「消費者に対する販売数量計」欄を税務署別に示したものである。
　　　　２　「その他」欄は、その他の醸造酒、粉末酒及び雑酒の合計を示したものである。
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(1)　製造免許場数

６㎘未満 ６㎘以上 10㎘以上 60㎘以上 100㎘以上 200㎘以上 500㎘以上 1,000㎘以上 2,000㎘以上 5,000㎘以上 10,000㎘以上 休 造 合　計(A)

場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 者

17 - - - 3 - 3 2 1 3 3 1 - - - 1 17 1 14 内 1 15

3 - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 3 - - 内 - 2

4 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 4 1 2 内 1 3

12 1 1 - 1 1 3 1 1 2 - - - - - 3 12 3 5 内 1 8

3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 3 - - 内 - 2

27 1 4 - 4 1 7 6 2 - 1 - - - 3 - 24 2 20 内 1 19

23 1 1 - 8 1 6 - 1 1 1 1 - - - 4 23 3 17 内 2 21

22 1 1 1 4 1 2 - - - - - - - - 14 21 3 - 内 2 18

3 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 3 - 1 内 - 1

4 1 1 - - - - - - - - - - - - 4 4 1 1 内 1 3

4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 1 - 内 - 2

43 1 3 1 11 1 2 1 - - - - - - 3 22 40 2 3 内 1 31

24 4 1 - 6 1 - - - - - - - - 2 18 27 2 7 内 2 22

65 4 5 11 3 - - - - - - - - - - 50 53 7 3 内 4 42

42 3 2 10 7 1 6 - 1 - - 1 - 1 - 16 33 2 1 内 1 24

1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 内 1 1

61 - 6 11 - - - - - - - - - - - 44 44 3 - 内 2 37

358 17 25 34 50 8 31 10 6 6 5 4 - 2 9 185 316 32 74 内 20 251

平 成 15 年 度 6 6 17 9 8 6 1 6 1 1 4 3 68 8 内 3 54

平 成 16 年 度 6 3 19 9 7 5 1 4 2 1 4 4 65 7 内 3 51

平 成 17 年 度 12 1 15 10 6 5 2 3 2 1 4 2 63 5 内 2 50

平 成 18 年 度 18 - 17 11 4 9 2 5 - 1 4 1 72 6 内 3 59

平 成 19 年 度 18 2 17 9 5 4 4 4 - 1 4 6 74 7 内 4 61

　調査対象等：平成20年３月31日現在において、酒税法第７条の規定に基づく酒類の製造免許を有する製造場について、平成19年度内における製造数量別に示した。

　　　　　　　２　「各酒類を通じたもの」行には、１製造場ごとに、当該製造場における合計数量に基づいて区分し１場として掲げた。
　　　　　　　３　「本年度末製造者数」欄には、本店（本店につき製造免許の有無を問わない）の所在地において種類ごとに一人として計上した。
　　　　　　　４　「本年度末製造者数」欄の内書は、試験又は祭し用のための製造場等一般的に酒類販売を目的としない製造場を有する非営業製造者である。

　　　（注）　１　場数は、製造免許を付与している酒類の種類又は品目の異なるごとにそれぞれを１場として掲げた。ただし、「本年度末製造場数」欄については１製造場で２以上の酒類の製造免許を受けている場合には、
　　　　　　　　年度内における製造数量の最も多い酒類の欄にのみ１場として掲げた。

発 泡 酒

そ の 他 の 醸 造 酒

ス ピ リ ッ ツ

リ キ ュ ー ル

粉 末 酒

雑 酒

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

合　　　　　　　計

各酒類を
通じた
もの

ブ ラ ン デ ー

原 料 用 ア ル コ ー ル

者

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

単 式 蒸 留 し ょ うち ゅう

み り ん

ビ ー ル

果 実 酒

８－４ 免許場数

酒　類　の　種　類
前年度末
免許場数

新　　規
免許場数

免　　許
取消場数

免　　許
消滅場数

本 年 度 末 免 許 場 数 (A)のうち
試験のため
の免許場数

本年度末
製造場数

本年度末
製造者数
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(2)　みなし製造場数

場 場 場 場 場 場 場 場

清 酒 1 - - 23 3 - 27 8

合 成 清 酒 - - - 21 - - 21 -

連続式蒸留しょうちゅう - - - 23 - - 23 -

単式蒸留しょうちゅう - - - 23 - - 23 -

み り ん - - - 21 1 - 22 1

ビ ー ル - - - 22 1 - 23 17 酒　　　母

果 実 酒 - - - 22 4 - 26 5 も　ろ　み

甘 味 果 実 酒 - - - 22 4 - 26 -

ウ イ ス キ ー - - - 23 - - 23 -

ブ ラ ン デ ー - - - 23 - - 23 1

原 料 用
ア ル コ ー ル

- - - 20 - - 20 -

発 泡 酒 1 - - 23 3 - 27 -

そ の 他 の 醸 造 酒 1 - - 23 2 - 26 -

ス ピ リ ッ ツ 1 - - 24 5 - 30 -

リ キ ュ ー ル 1 - - 23 4 - 28 -

粉 末 酒 - - - 20 - - 20 -

雑 酒 1 - - 24 5 - 30 -

合　　　　　　計 6 - - 380 32 - 418 32

う ち 実 蔵 置 場 数 1 - - 24 7 - 32

　　　　　　２　もろみとは、酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもので、こす又は蒸留する前のものをいう。

びん詰のためのもの

設　置
許可を
受けな
いもの

設　置
許　可
を受け
たもの

調査対象等：酒税法第28条第６項の規定により製造場とみなされた蔵置場を示した。
調 査時 点：平成20年３月31日
用語の説明：１　酒母とは、①酵母で含糖質物を発酵させることができるもの、②酵母を培養したもので含糖質物を発酵さ
　　　　　　　せることができるもの並びに③これにこうじを混和したものをいう。

6

基　　数

販売の
便宜の
ための
も　の

3 3

1

区　　分

製造場数

場 場

うち休造場数

酒類の種類

27

酒母及びもろみの製造場数

輸出の
ための
も　の

自 己 の
製造した
酒 類 の
びん詰場

共同の
び　ん
詰　場

基場

その他のもの

計
う　ち
実蔵置場数

製　造　場　数

連続式蒸留機の設備を有する製造場数
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(3)　販売業免許場数

卸売に限る旨の
条件が付されて
いるもの

販 売 方 法 に
条件が付されて
い な い も の

計

場 場 場 場 者

48 156 204 22 90

3 23 26 5 14

3 10 13 - 9

17 34 51 16 24

清 酒 ・ み り ん 6 16 22 2 10

合成清酒・しょうちゅう 1 7 8 - -

ビ ー ル 1 12 13 1 1

洋 酒 3 14 17 2 5

計 11 49 60 5 16

- 1 1 - -

82 273 355 48 153

小売業者の共同購入機関 30 - 30 - 29

卸売業者の共同購入機関 1 - 1 1 1

製造者の共同販売機関 - - - - -

一 般 の も の 8,626 606 6,409

期 限 付 - - -

特 殊 の も の 39 1 4

計 8,665 607 6,413

一 般 の も の 297 22 160

期 限 付 1 - 1

特 殊 の も の 38 6 31

通 信 販 売 だ け の も の 68 4 50

薬 用 酒 だ け の も の 815 - 805

計 1,219 32 1,047

9,884 639 7,460

16 1 6

- - -

平成20年3月31日

１　媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することをいう。

　

　　　(注)

調 査 時 点 ：

用語の説明：

代 理 業

区　　　　　　　　　　分

そ の 他 の 酒 類

合 計

う
　
ち

合
計
の

合 計

の

条

件

が

付

さ

れ

て

い

る

も

の

販

売

方

法

に

小

売

に

限

る

旨

そ
の
他
の
酒
類

全
　
酒
　
類

媒 介 業

本 年 度 末
販売業者数

本　年　度　末　販　売　場　数　（Ａ） （Ａ）のうち
１年以上引続き
休止している
販 売 場 数

卸

売

に

限

る

旨

の

条

件

が

付

さ

れ

て

い

る

も

の

販

売

方

法

に

条

件

が

付

さ

れ

て

い

な

い

も

の

及

び

全 酒 類

２　代理業とは、製造者又は販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することをいう。
　なお、１、２とも営利を目的とするかどうかは問わない。

ビ ー ル

洋 酒

輸 出 入 酒 類

自
製
酒
類

１　「販売場数」欄は、免許に付される条件により区分した場数を掲げている。

２　「販売業者数」欄は、営業の実態により区分した者数を掲げている。
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(4)　税務署別免許場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

免許
場数

製造
場数

販売場数
販　売
業者数

販売場数
販　売
業者数

場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 者 場 者

札 幌 中 1 1 - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - 2 - 1 - 2 - 2 - - - 2 - 12 3 56 23 276 186 札 幌 中

札 幌 北 - - - - - - - - - - 2 2 1 1 1 - - - - - - - 2 - - - 1 - - - - - 1 - 8 3 26 6 735 526 札 幌 北

札 幌 南 - - - - - - - - - - 3 2 1 1 1 - - - - - - - 3 1 3 1 4 - 3 - - - 2 - 20 5 28 11 774 519 札 幌 南

札 幌 西 - - 1 - 1 1 1 - 1 - - - 2 1 2 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - - - 2 - 17 2 27 23 642 481 札 幌 西

札 幌 東 1 - - - 1 - 1 - - - 2 1 3 2 3 - - - 1 - - - 2 - 2 1 3 - 2 - 1 - 3 - 25 4 28 5 496 315 札 幌 東

函 館 - - - - - - - - - - 2 2 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - 3 - 1 - - - 3 - 12 3 24 7 763 671 函 館

小 樽 4 4 - - - - 2 - 1 - 4 3 2 1 2 - - - - - - - 8 - 4 - 8 - 8 - - - 8 - 51 8 17 13 330 263 小 樽

旭 川 中 2 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 3 - 2 - 3 - 2 - - - 3 - 23 3 14 2 266 211 旭 川 中

旭 川 東 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 6 1 7 4 400 292 旭 川 東

室 蘭 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - 2 1 - - - - 1 - 6 3 4 1 423 310 室 蘭

釧 路 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 6 1 14 2 501 363 釧 路

帯 広 - - - - - - 2 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - 3 - - - - - 1 - 9 4 11 3 537 388 帯 広

北 見 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 3 1 1 - - - 2 - 12 3 8 3 282 204 北 見

岩 見 沢 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 6 4 4 - - - 1 1 1 - 1 - 6 5 3 - 2 - - - 2 - 30 12 6 3 394 296 岩 見 沢

網 走 - - - - - - 1 1 - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - 2 - 1 - - - 1 - 9 3 6 4 248 186 網 走

留 萌 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 7 1 6 4 163 134 留 萌

苫 小 牧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 2 433 328 苫 小 牧

稚 内 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 254 200 稚 内

紋 別 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 1 7 5 198 154 紋 別

名 寄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 183 155 名 寄

根 室 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 6 1 6 3 197 164 根 室

滝 川 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 6 1 7 3 231 179 滝 川

深 川 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 130 107 深 川

富 良 野 - - - - - - - - - - 1 1 2 2 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - 9 3 2 1 128 96 富 良 野

八 雲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 180 146 八 雲

江 差 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 5 2 3 2 95 76 江 差

倶 知 安 1 1 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 2 1 - - 2 - 11 3 6 2 248 190 倶 知 安

余 市 1 - - - - - - - - - - - 2 1 2 - 1 1 1 - - - 2 - 1 - 2 - 2 - - - 2 - 16 2 4 2 90 78 余 市

浦 河 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 7 6 163 131 浦 河

十 勝 池 田 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 7 1 3 3 124 111 十 勝 池 田

合　　計 17 14 3 - 4 2 12 5 3 - 24 20 23 17 21 - 3 1 4 1 4 - 40 3 27 7 53 3 33 1 1 - 44 - 316 74 355 153 9,884 7,460 合　　計

（注）　「(1)製造免許場数」及び「(3)販売業免許場数」の（注）に同じ。

酒 類 卸 売 業 酒 類 小 売 業その他の醸造酒 スピリッツ リキュール 粉末酒 雑酒 合　　計税 務 署 名

製 造 免 許 場 数

果　実　酒 甘味果実酒 ウイスキー ブランデー

販　売　業　免　許　場　数

税 務 署 名清　　酒 合成清酒
連続式蒸留
しょうちゅう

単式蒸留
しょうちゅう

み　り　ん ビ　ー　ル
原料用

アルコール
発泡酒

札幌国税局　酒税４（H19）


